
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日

参

議

院

内

閣

委

員

会

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る

附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
に
係
る
シ
ス
テ
ム
の
開
発
・
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
内
閣
情
報
通
信
政
策
監
の
意
見
を
十
分

に
考
慮
し
、
現
行
制
度
及
び
業
務
の
改
善
を
前
提
に
費
用
対
効
果
を
検
証
し
た
上
で
、
国
民
に
と
っ
て
最
適
な
便
益
が
確

保
さ
れ
る
よ
う
予
算
案
等
を
策
定
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
今
後
の
制
度
見
直
し
等
の
可
能
性
も
考
慮
す
る
こ
と
。

二
、
個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
を
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
者
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
知
識
と
モ
ラ
ル
の
向
上
、
法
令
遵
守
の
徹
底
を
図
る

た
め
、
研
修
の
実
施
等
、
継
続
的
な
人
材
育
成
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
情
報
の
保
護
に
万
全
の
体

制
を
構
築
す
る
こ
と
。
ま
た
、
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
公
務
に
従
事
す
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
に
つ
い
て
、
守

秘
義
務
の
厳
罰
化
等
の
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

三
、
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
そ
の
権
限
と
機
能
を
十
全
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
情
報
シ
ス
テ
ム
や
個
人



情
報
保
護
に
関
す
る
高
い
識
見
を
有
す
る
人
材
の
確
保
や
、
十
分
な
人
員
体
制
の
確
保
等
、
事
務
局
機
能
の
充
実
を
含
め

た
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。

四
、
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
の
設
置
及
び
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
シ
ス
テ
ム
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
構
築

さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
民
の
利
便
性
に
考
慮
し
つ
つ
、
よ
り
高
度
な
認
証
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
こ
と
な
ど
、
安
全

性
と
信
頼
性
確
保
の
た
め
に
万
全
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

五
、
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
シ
ス
テ
ム
整
備
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
負
担
及
び
当

該
シ
ス
テ
ム
整
備
に
従
事
す
る
職
員
の
業
務
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
意
見
を
十
分
に
考
慮
し
、

必
要
な
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

六
、
本
法
の
施
行
後
も
継
続
的
に
、
教
育
活
動
、
広
報
活
動
そ
の
他
の
活
動
を
通
じ
て
個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
の
利
用
に

関
す
る
国
民
の
理
解
と
信
頼
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

七
、
利
用
範
囲
を
民
間
利
用
に
広
げ
る
こ
と
を
検
討
す
る
際
は
、
国
民
か
ら
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
と
と
も
に
、
民
間
分
野

の
公
益
性
等
を
十
分
評
価
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
等
に
つ
い
て
国
民
に
分
か
り
や
す
く
積
極
的
に
情
報
を
提

供
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


